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第 一 日  平 成 二 十 三 年 六 月 十 三 日      開 会  午 前 十 時 ○ 三 分  

 

【 開 会 前 に 、 議 会 で は 本 定 例 会 か ら 九 月 ま で の 間 、 ク ー ル ビ ズ に 対 応 す る た め 、  

本 会 議 及 び 各 委 員 会 の 議 員 の 出 席 は 、 ノ ー ネ ク タ イ 、 ノ ー ジ ャ ケ ッ ト 及 び 半 袖  

ワ イ シ ャ ツ に す る こ と が 全 員 協 議 会 で 決 ま っ た こ と を 議 長 よ り 報 告 。 続 い て 四  

月 一 日 の 人 事 異 動 に よ り 異 動 し た 説 明 員 が 自 己 紹 介 】  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 三 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ 今 か ら 平 成 二 十 三 年 第 二 回 藤 崎 町 議 会 定  

例 会 を 開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 十 五 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

四 番  小  野    稔  君   

五 番  藤  林  公  正  君   

六 番  吉  村  忠  男  君 を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し  

た の で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

横 山 憲 一 議 会 運 営 委 員 長 。  

     ［ 議 会 運 営 委 員 長  横 山 憲 一 君  登 壇 ］  
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○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 横 山 憲 一 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

た だ 今 か ら 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

去 る 六 月 九 日 、 午 前 十 時 か ら 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 の 二 第  

四 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 を す る た め 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 平 成 二 十 三 年  

第 二 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重  

の う え 、 慎 重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 六 月 十 七 日 ま で の 五  

日 間 と し 、 会 期 日 程 に つ い て は お 手 元 に 配 布 し て お り ま す と お り  

六 月 十 三 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案  

理 由 説 明 ・ 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 常 任 委 員 会 報 告  

六 月 十 四 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

六 月 十 五 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

六 月 十 六 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

六 月 十 七 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 閉 会  

以 上 の よ う に 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま  

す 。  

以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本  

日 か ら 六 月 十 七 日 ま で の 五 日 間 と し 、 休 会 日 は お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 日 程  

表 の と お り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  
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（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 議 会 運 営 委 員 長 の 報 告 の と お り 、 会 期 は 本 日 か ら 六 月 十 七 日 ま で の  

五 日 間 と し 、 休 会 日 は お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 日 程 表 の と お り に 決 定 い た し  

ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

議 案 等 の 受 理 事 項 に つ き ま し て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す  

印 刷 物 に よ り 、 ご 了 承 願 い ま す 。  

次 に 、 去 る 三 月 三 十 日 付 け で 、 鶴 賀 谷 貴 議 員 か ら 議 員 辞 職 願 が 提 出 さ れ た た  

め に 受 理 し 、 同 日 付 け で 議 員 辞 職 を 許 可 し ま し た こ と を 報 告 い た し ま す 。  

次 に 、 鶴 賀 谷 貴 議 員 の 議 員 辞 職 に 伴 い 空 席 と な っ た 総 務 産 業 常 任 委 員 会 に 佐  

々 木 政 美 議 員 、 道 路 建 設 促 進 特 別 委 員 会 に 横 山 哲 英 議 員 が 、 去 る 四 月 十 三 日 、  

そ れ ぞ れ 副 委 員 長 に 就 任 し た こ と を 報 告 い た し ま す 。  

次 に 去 る 五 月 二 十 五 日 、 中 南 津 軽 郡 町 村 議 会 議 長 会 第 一 回 臨 時 会 に お い て 役  

員 改 選 が 行 わ れ 、 本 職 が 監 事 に 選 任 さ れ ま し た こ と を 報 告 い た し ま す 。  

次 に 平 成 二 十 三 年 五 月 三 十 日 付 け 青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 告 示 第 九 号  

で 青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 議 員 の 選 挙 に お い て 黒 石 市 議 会 議 長  中  

田 博 文 氏 、 つ が る 市 議 会 議 長  山 本 清 秋 氏 、 板 柳 町 議 会 議 長  安 田 弘 氏 及 び 風  

間 浦 村 議 会 議 長  蛸 島 敏 春 氏 が 当 選 の 告 示 さ れ ま し た こ と を 報 告 い た し ま す 。  

次 に 代 表 監 査 委 員 か ら 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

神 代 表 監 査 委 員 。  
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［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

例 月 出 納 検 査 に つ い て は 去 る 五 月 二 十 五 日 、 二 十 六 日 及 び 二 十 七 日 の 三 日 間  

に わ た り 、 四 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 、 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出  

に 関 す る 諸 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て  

お り 異 状 な い も の と 認 め ま し た 。  

ま た 定 期 監 査 に つ い て は 、 去 る 五 月 十 一 日 、 十 二 日 、 及 び 十 三 日 の 三 日 間 に  

わ た り 、 町 補 助 金 交 付 団 体 及 び 町 補 助 事 業 対 象 に 執 行 状 況 を 監 査 い た し ま し た  

と こ ろ 事 業 計 画 等 に 基 づ き 補 助 金 が 適 正 に 活 用 さ れ 諸 帳 簿 の 整 理 並 び に 経 理 内  

容 は 適 正 と 認 め ま し た 。  

工 事 に つ い て は 、 藤 崎 町 年 縄 伝 承 館 新 築 工 事 、 ふ れ あ い ず ー む 館 大 規 模 改 修  

工 事 及 び 中 野 目 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 消 防 セ ン タ ー 新 築 等 工 事 は 、 工 程 ど お り 進 捗  

完 成 し て お り 、 適 正 と 認 め ま し た 。  

ま た 町 消 防 団 の 四 箇 所 の 分 団 の 機 械 器 具 等 の 備 品 の 管 理 、 及 び 台 帳 記 載 整 備  

等 良 好 で あ り ま し た 。  

以 上 で 監 査 報 告 を 終 わ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 議 案 第 二 十 四 号 か ら 議 案 第 二 十 七 号 及 び 報 告 第 二 号 か ら 報 告 第 十  

一 号 並 び に 議 案 第 二 十 八 号 か ら 議 案 第 四 十 号 ま で を 一 括 上 程 し 、 町 長 か ら 提 案  

理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。  
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小 田 桐 町 長 。  

［ 町 長  小 田 桐 智 高 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 小 田 桐 智 高 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

提 案 理 由 の 説 明 に 先 立 ち ま し て 、 去 る 三 月 十 一 日 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に  

よ り 、 お 亡 く な り に な ら れ た 方 々 の ご 冥 福 を お 祈 り 申 し 上 げ ま す と と も に 、 被  

災 さ れ た 皆 様 に 対 し 、 心 よ り 御 見 舞 申 し 上 げ ま す 。 町 で は 今 回 の 地 震 、 津 波 に  

よ り 被 災 さ れ た 皆 様 に 対 し ま し て 一 日 も 早 い 復 旧 と 平 常 な 生 活 へ の 復 帰 を 願 い  

救 援 物 資 や 義 援 金 を 町 民 の 皆 さ ん か ら の 支 援 に よ り 被 災 地 へ 送 っ た ほ か 、 応 急  

復 旧 活 動 や 、 被 災 者 支 援 と し て 、 職 員 派 遣 等 を 実 施 し て ま い っ た と こ ろ で あ り  

ま す 。 今 後 も 被 災 地 支 援 に は 、 で き る 限 り 対 応 を し て ま い り た い と 考 え て お り  

ま す 。  

そ れ で は 本 日 こ こ に 、 平 成 二 十 三 年 第 二 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 開 会 に 当 た り  

上 程 さ れ ま し た 報 告 十 件 及 び 議 案 十 七 件 の 概 要 に つ い て ご 説 明 申 し 上 げ 、 ご 審  

議 の 参 考 に 供 し た い と 思 い ま す 。  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 五 、 議 案 第 二 十 四 号  藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の  

件 を 議 題 と し ま す 。  

こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   質 疑 な し と 認 め ま す 。  
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  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

       ( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

  討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 議 案 第 二 十 四 号 を 採 決 い た し ま す 。  

議 案 第 二 十 四 号 は 原 案 の と お り 同 意 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

( ｢ 異 議 な し ｣ の 声 あ り )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   異 議 な し と 認 め ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 二 十 四 号 は 原 案 の と お り 同 意 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 六 、 議 案 第 二 十 五 号  藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の  

件 を 議 題 と し ま す 。  

こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

       ( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

  討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 議 案 第 二 十 五 号 を 採 決 い た し ま す 。  

議 案 第 二 十 五 号 は 原 案 の と お り 同 意 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

( ｢ 異 議 な し ｣ の 声 あ り )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  
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   異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 議 案 第 二 十 五 号 は 原 案 の と お り 同 意 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 七 、 議 案 第 二 十 六 号  藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の  

件 を 議 題 と し ま す 。  

こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

       ( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

  討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 議 案 第 二 十 六 号 を 採 決 い た し ま す 。  

議 案 第 二 十 六 号 は 原 案 の と お り 同 意 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

( ｢ 異 議 な し ｣ の 声 あ り )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 議 案 第 二 十 六 号 は 原 案 の と お り 同 意 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 八 、 議 案 第 二 十 七 号  藤 崎 町 教 育 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件 を 議 題 と し  

ま す 。  

こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

       ( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

  討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 議 案 第 二 十 七 号 を 採 決 い た し ま す 。  

浅 利 議 員 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

投 票 で お 願 い し た い と 思 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   た だ い ま 浅 利 議 員 か ら 投 票 の 声 が あ り ま す が 、 投 票 は 二 人 以 上 の 賛 同 が な け  

れ ば な り ま せ ん 。  

小 野 議 員  

○ 四 番 （ 小 野 稔 君 ）  

同 じ く 投 票 で お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

投 票 の 声 が 二 人 以 上 あ り ま す の で 、 議 事 整 理 の た め 十 分 間 休 憩 い た し ま す 。  

    休  憩   午 前 十 時 四 十 四 分  

                ( 休 憩 中  議 事 整 理  投 票 の 準 備 )  

再  開   午 前 十 時 五 十 三 分  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   休 憩 前 に 引 き 続 き 、 会 議 を 開 き ま す 。  

  議 場 の 出 入 口 を 閉 鎖 い た し ま す 。  
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( 議 場 閉 鎖 )  

   投 票 は 無 記 名 で 行 い ま す 。  

た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 十 二 名 で す 。  

  次 に 、 立 会 人 を 指 名 い た し ま す 。  

  会 議 規 則 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 立 会 人 に  

    一 番  清  水  孝  夫  君  

        三 番  奈 良 岡  文  英  君  

        四 番  小  野    稔  君 を 指 名 い た し ま す 。  

  投 票 用 紙 を 配 り ま す 。  

( 投 票 用 紙 配 布 )  

  念 の た め に 申 し 上 げ ま す 。  

本 件 を 可 と す る 者 は 賛 成 と 、 否 と す る 者 は 反 対 と 記 載 願 い ま す 。  

な お 、 賛 否 を 表 明 し な い 投 票 及 び 賛 否 が 明 ら か で な い 投 票 は 、 会 議 規 則 第 八  

十 一 条 に よ り 否 と み な し ま す 。  

投 票 用 紙 の 配 布 漏 れ は 、 あ り ま せ ん か 。  

           ( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

  な し と 認 め ま す 。  

  投 票 箱 を 点 検 し ま す 。  

( 投 票 箱 点 検 )  

   異 状 な し と 認 め ま す 。  

  た だ 今 か ら 投 票 を 行 い ま す 。  

一 番 議 員 か ら 順 番 に 投 票 願 い ま す 。  

( 議 席 番 号 一 番 か ら 順 次 投 票 )  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   投 票 漏 れ は 、 あ り ま せ ん か 。  

           ( ｢ な し ｣ の 声 あ り )  

   投 票 漏 れ な し と 認 め ま す 。  

  投 票 を 終 了 い た し ま す 。  

  開 票 を 行 い ま す 。  

  立 会 人 に 開 票 の 立 会 い を お 願 い し ま す 。  

( 開 票 )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   選 挙 の 結 果 を 報 告 し ま す 。  

  投 票 総 数 十 二 票 、 有 効 投 票 十 一 票 、 無 効 投 票 一 票 で す 。  

  有 効 投 票 の う ち  

      賛   成    二 票  

      反   対    九 票  

  以 上 の と お り 反 対 が 多 数 で す 。  

  よ っ て 、 議 案 第 二 十 七 号 は 同 意 し な い こ と に 決 定 し ま し た 。  

議 場 の 出 入 口 の 封 鎖 を 解 き ま す 。  

( 議 場 封 鎖 解 除 )  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 九 、 常 任 委 員 会 報 告 を 求 め ま す 。  

総 務 産 業 常 任 委 員 長 か ら 報 告 を お 願 い い た し ま す 。  

奈 良 岡 総 務 産 業 常 任 委 員 長 。  

［ 総 務 産 業 常 任 委 員 長  奈 良 岡 文 英 君  登 壇 ］  
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○ 総 務 産 業 常 任 委 員 長 （ 奈 良 岡 文 英 君 ）  

          （ 総 務 産 業 常 任 委 員 会 報 告  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

総 務 産 業 常 任 委 員 会 の 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 し ま し た 。  

本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

ご く ろ う さ ま で し た 。  

 

 

                                 

                    散 会  午 前 十 一 時 ○ 六 分  


